
 
議案第５号  

 

 瑞穂町教育委員会教育長の給与及び旅費等に関する条例等の一部

を改正する条例  

 

 上記の議案を提出する。  

 

  平成２７年３月２日  

 

          提出者   瑞穂町長    石  塚  幸右衛門  

 

 

（提案理由）  

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１

６２号）等の改正等に伴い、条例を改正する必要があるので、本案

を提出する。  

 

 

   瑞穂町教育委員会教育長の給与及び旅費等に関する条例等の

一部を改正する条例  

 

 （瑞穂町教育委員会教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部

改正）  

第１条  瑞穂町教育委員会教育長の給与及び旅費等に関する条例

（昭和３２年条例第２号）の一部を次のように改正する。  

  題名を次のように改める。  

   瑞穂町教育長の給与及び旅費等に関する条例  

  第１条を次のように改める。  

  （目的）  

 第１条  この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第  

 

 

 



 
２０４条並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭

和３１年法律第１６２号。以下「法」という。）第１１条第４

項及び第５項の規定に基づき、教育長の給与、旅費及び職務に

専念する義務の特例について定めることを目的とする。  

  第６条を次のように改める。  

  （職務に専念する義務の特例）  

 第６条  法第１１条第５項の規定による教育長の職務に専念する

義務の特例については、瑞穂町職員の職務に専念する義務の特

例に関する条例（昭和３６年条例第７号）に定めるところによ

る。この場合において、同条例第２条中「任命権者（都費負担

教職員については「服務監督権者」以下同じ。）又はその委任

を受けた者」とあるのは、「教育委員会」とする。  

 （瑞穂町特別職報酬等審議会条例の一部改正）  

第２条  瑞穂町特別職報酬等審議会条例（昭和４１年条例第９号）

の一部を次のように改正する。  

  第２条中「及び副町長」を「、副町長及び教育長」に改める。  

 （瑞穂町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正）  

第３条  瑞穂町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条

例（昭和４１年条例第１０号）の一部を次のように改正する。  

  別表第１中  

 「  

教育委員会教育委員長  月額  ４５，０００円  

同     委員  月額  ３５，０００円  

                            」を  

 「  

教育委員会委員  月額  ３５，０００円  

                            」  

 に改め、同表投票管理者の項中「日額  １３，０００円」を「１

回  １３，０００円」に改め、同表投票立会人の項中「日額  １

２，０００円」を「１回  １２，０００円  ただし、１回の従事

時間が投票時間の２分の１以内の場合は、６，０００円とする。」

に改める。  



 
 （瑞穂町社会教育委員の設置及び委員の報酬に関する条例の一部

改正）  

第４条  瑞穂町社会教育委員の設置及び委員の報酬に関する条例

（平成１４年条例第７号）の一部を次のように改正する。  

  第３条第１項中「教育長を経て」を削る。  

 

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第７６号。以下「改

正法」という。）附則第２条第１項の規定により教育長がなお従

前の例により在職する場合においては、第１条の規定による改正

後の瑞穂町教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定は適用せ

ず、第１条の規定による改正前の瑞穂町教育委員会教育長の給与

及び旅費等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。  

３  この条例の施行の際、現に改正法附則第２条第１項の規定によ

り教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第２条

の規定による改正後の瑞穂町特別職報酬等審議会条例第２条の規

定は適用せず、第２条の規定による改正前の瑞穂町特別職報酬等

審議会条例第２条の規定は、なおその効力を有する。  

４  この条例の施行の際、現に改正法附則第２条第１項の規定によ

り教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第３条

の規定（別表第１投票管理者の項の改正規定及び同表投票立会人

の項の改正規定を除く。以下同じ。）による改正後の瑞穂町非常

勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第１の規定

は適用せず、第３条の規定による改正前の瑞穂町非常勤特別職の

職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第１の規定は、なおそ

の効力を有する。  

５  この条例の施行の際、現に改正法附則第２条第１項の規定によ

り教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第４条

の規定による改正後の瑞穂町社会教育委員の設置及び委員の報酬



 
に関する条例第３条第１項の規定は適用せず、第４条の規定によ

る改正前の瑞穂町社会教育委員の設置及び委員の報酬に関する条

例第３条第１項の規定は、なおその効力を有する。  
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第1条による改正 

瑞穂町教育委員会教育長の給与及び旅費等に関する条例 新旧対照表 

新 旧 

瑞穂町教育長の給与及び旅費等に関す

る条例 

(目的) 

瑞穂町教育委員会教育長の給与及び旅

費等に関する条例 

(目的) 

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法

律第67号)第204条並びに地方教育行政の組

織及び運営に関する法律(昭和31年法律第

162号。以下「法」という。)第11条第4項及

び第5項の規定に基づき、教育長の給与、旅

費及び職務に専念する義務の特例について

定めることを目的とする。 

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和2

4年法律第1号)第16条第2項の規定に基づ

き、瑞穂町教育委員会の教育長(以下「教育

長」という。)の給料その他の給与及び旅費

並びに勤務時間を定めることを目的とす

る。 

第2条から第5条 略 

(職務に専念する義務の特例) 

第6条 法第11条第5項の規定による教育長の

職務に専念する義務の特例については、瑞

穂町職員の職務に専念する義務の特例に関

する条例(昭和36年条例第7号)に定めると

ころによる。この場合において、同条例第2

条中「任命権者(都費負担教職員については

「服務監督権者」以下同じ。)又はその委任

を受けた者」とあるのは、「教育委員会」

とする。 

 

   附 則 

 (施行期日) 

1 この条例は、平成27年4月1日から施行す

る。 

 (経過措置) 

2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の

組織及び運営に関する法律の一部を改正す

る法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」

という。)附則第2条第1項の規定により教育

長がなお従前の例により在職する場合にお

いては、第1条の規定による改正後の瑞穂町

第2条から第5条 略 

(勤務時間) 

第6条 教育長の勤務時間は、瑞穂町職員の勤

務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2

2年条例第13号)に定めるところによる。 
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教育長の給与及び旅費等に関する条例の規

定は適用せず、第1条の規定による改正前の

瑞穂町教育委員会教育長の給与及び旅費等

に関する条例の規定は、なおその効力を有

する。 

3から5 略 
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第2条による改正 

瑞穂町特別職報酬等審議会条例 新旧対照表 

新 旧 

第1条 略 第1条 略 

 (所掌事項)  (所掌事項) 

第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並

びに町長、副町長及び教育長の給料の額に

関する条例を議会に提出しようとするとき

は、あらかじめ、当該報酬等の額について

審議会の意見を聴くものとする。 

第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並

びに町長及び副町長の給料の額に関する条

例を議会に提出しようとするときは、あら

かじめ、当該報酬等の額について審議会の

意見を聴くものとする。 

第3条から第7条 略 第3条から第7条 略 

 

   附 則 

 (施行期日) 

1 この条例は、平成27年4月1日から施行す

る。 

 (経過措置) 

2 略 

3 この条例の施行の際、現に改正法附則第2

条第1項の規定により教育長がなお従前の

例により在職する場合においては、第2条の

規定による改正後の瑞穂町特別職報酬等審

議会条例第2条の規定は適用せず、第2条の

規定による改正前の瑞穂町特別職報酬等審

議会条例第2条の規定は、なおその効力を有

する。 

 

4及び5 略  

  



- 1 - 

第3条による改正 

瑞穂町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例 新旧対照表 

新 旧 

別表第1(第2条関係) 別表第1(第2条関係) 

略 略 

教育委員会委員 月額 35,000円 

略 略 

投票管理者 1回 13,000円 

投票立会人 1回 12,000円  

ただし、1回の従事

時間が投票時間の

2分の1以内の場合

は、6,000円とす

る。 

略 略 
 

略 略 

教育委員会教育

委員長 

月額 45,000円 

同    委員 月額 35,000円 

略 略 

投票管理者 日額 13,000円 

投票立会人 

 

 

 

 

 

日額 12,000円 

略 略 
 

別表第2 略 別表第2 略 

  

   附 則  

 (施行期日)  

1 この条例は、平成27年4月1日から施行す

る。 

 

 (経過措置)  

2及び3 略  

4 この条例の施行の際、現に改正法附則第2

条第1項の規定により教育長がなお従前の

例により在職する場合においては、第3条の

規定(別表第1投票管理者の項の改正規定及

び同表投票立会人の項の改正規定を除く。

以下同じ。)による改正後の瑞穂町非常勤特

別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条

例別表第1の規定は適用せず、第3条の規定

による改正前の瑞穂町非常勤特別職の職員

の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1
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の規定は、なおその効力を有する。 

5 略  
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第4条による改正 

瑞穂町社会教育委員の設置及び委員の報酬に関する条例 新旧対照表 

新 旧 

第1条及び第2条 略 第1条及び第2条 略 

 (委員の職務)  (委員の職務) 

第3条 委員は、社会教育に関し   教育委 

員会に助言するため、次の職務を行う。 

第3条 委員は、社会教育に関し教育長を経て

教育委員会に助言するため、次の職務を行

う。 

(1)から(3) 略 (1)から(3) 略 

2及び3 略 2及び3 略 

第4条から第7条 略 第4条から第7条 略 

  

   附 則  

 (施行期日)  

1 この条例は、平成27年4月1日から施行す

る。 

 

 (経過措置)  

2から4 略  

5 この条例の施行の際、現に改正法附則第2

条第1項の規定により教育長がなお従前の

例により在職する場合においては、第4条の

規定による改正後の瑞穂町社会教育委員の

設置及び委員の報酬に関する条例第3条第1

項の規定は適用せず、第4条の規定による改

正前の瑞穂町社会教育委員の設置及び委員

の報酬に関する条例第3条第1項の規定は、

なおその効力を有する。 

 

  


